
　岬町庁舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

　　令和８年３月１０日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬町長　田　代　　堯　　 

 

岬町規則第２号 

 

岬町庁舎管理規則の一部を改正する規則 

 

岬町庁舎管理規則（令和６年岬町規則第２７号）の一部を次のように改正す

る。 

第１１条第１項中「職員通用口」を「時間外通用口」に、「午前８時」を「午

前８時４５分」に改める。 

第１２条第１項中「職員通用口」を「時間外通用口」に改める。 

　　附　則 

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。


